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問
い
合
わ
せ　
消
防
本
部
☎
５
９
４
‐
１
１
１
８

心
当
た
り
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

以
前
か
ら
、「
消
防
設
備（
消

火
器
な
ど
）の
点
検
が
必
要
で

す
」や「
消
防
署
か
ら
の
依
頼
で

き
ま
し
た
」と
語
り
、
不
適
正

な
点
検
を
す
る
業
者
が
見
受
け

ら
れ
ま
す
。

　

一
般
家
庭
の
消
火
器
な
ど

に
点
検
の
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
点
検
や
交
換
が
必
要
だ
と

言
っ
て
高
額
な
請
求
を
し
ま
す
。

　
事
業
所
に
は
点
検
が
必
要
な

消
防
設
備
が
あ
り
ま
す
が
、
簡
単

な
外
観
点
検
や
一
部
の
設
備
の
み

検
査
し
て
、
相
場
よ
り
も
高
額
な

請
求
を
し
ま
す
。
事
業
所
間
の
契

約
に
な
る
と
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
が

使
え
ず
、
金
額
も
何
と
か
払
え
る

程
度
で
、
表
面
化
し
に
く
い
ケ
ー

ス
が
増
え
て
い
ま
す
。
書
類
に
サ

イ
ン
を
し
た
り
、
消
火
器
を
持
ち

帰
ら
れ
た
り
す

る
と
、
ト
ラ
ブ

ル
解
決
は
非
常

に
難
し
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に
！

①
契
約
業
者
か
確
認
＝
社
員
証
や

消
防
設
備
士
免
状
な
ど
の
身
分

証
明
書
で
確
認
し
ま
し
ょ
う

②
契
約
の
前
に
は
見
積
書
を
請
求

す
る
＝
他
の
業
者
と
比
較
し
て

適
正
か
ど
う
か
確
認
し
ま
し
ょ
う

③
サ
イ
ン
を
す
る
場
合
は
内
容
を
確

認
す
る
＝
契
約
内
容
を
説
明
せ

ず
に
サ
イ
ン
や
押
印
を
求
め
て
く

る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
内

容
を
確
認
し
、
分
か
ら
な
い
場
合

は
サ
イ
ン
を
し
な
い
で
く
だ
さ
い

④
業
者
が
消
火
器
を
点
検
の
た
め

に
持
ち
帰
る
場
合
は
、
必
ず
代

わ
り
の
消
火
器
を
設
置
さ
せ

る
＝
消
火
器
が
無
い
と
違
反

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
不
正
を
感
じ
た
ら
拒
否
し
て
く

だ
さ
い
。
消
防
職
員
が
訪
問
販
売

を
し
た
り
、
消
防
本
部
か
ら
業
者

に
点
検
を
依
頼
し
た
り
す
る
よ
う

な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
少
し
で

も
お
か
し
い
と
思
っ
た
ら
、
点
検

し
て
も
ら
う
前
に
消
防
本
部
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

と　
き　
３
月
21
日（
日
）

と
こ
ろ　

篠
山
産
業
高
等
学
校
ほ
か

県
下
５
会
場

種　
類　
甲
種
、
乙
種
全
類
、
丙
種

申
請
期
間
・
方
法　

〇
郵
送
・
持
参
＝
２
月
４
日（
木
）～

18
日（
木
）

※
郵
送
は
申
請
最
終
日
消
印
有
効
。
持
参

は
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
９
時
～
17
時
。

〇
電
子
申
請
＝
２
月
１
日（
月
）９
時
～

15
日（
月
）17
時

申
請
場
所　
（
一
財
）消
防
試
験
研
究

セ
ン
タ
ー
兵
庫
県
支
部

願
書
の
配
布　

丹
波
篠
山
市
消
防
本

部
、
県
下
各
消
防
本
部

※
電
子
申
請
の
方
法
に
つ
い
て
は（
一

財
）消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
消
防
本
部
で
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
。

不
適
正
な
取
引
を
行
う
消
防
設
備

点
検
業
者
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

危
険
物
取
扱
者
試
験

ふるさとの貴重な動植物
　篠山川や武庫川の最上流で水の冷たいところに生息しています。体色は
暗褐色で光の加減で黄土色や金色に見えることもあります。うろこが細か
くぬめりがあり、体が軟らかいので、川底の石の狭い隙間に隠れることが
できます。雑食性で、昆虫類や藻類などを食べています。産卵期は春から
初夏で、集団で川底に産卵します。
篠山環境みらいの会会長・兵庫県立篠山東雲高等学校主幹教諭

田
た

井
い

彰
あき

人
と

さんの協力

タカハヤ（コイ科）

問
い
合
わ
せ　
農
業
委
員
会
事
務
局
☎
５
５
２
‐
６
９
０
９

問
い
合
わ
せ　
社
会
福
祉
課
☎
５
５
２
‐
７
１
０
１

　
農
地
は
大
切
な
農
業
生
産
基
盤

で
す
。
農
地
の
所
有
権
移
転
・
賃

貸
借
権
の
設
定
・
形
状
変
更
お
よ

び
農
地
以
外
に
転
用
な
ど
を
さ
れ

る
場
合
は
、
事
前
に
農
地
法
に
よ

る
手
続
き
が
必
要
で
す
。

許
可
が
必
要
な
手
続
き

〇
農
地
法
第
３
条
＝
農
地
を
農
地

と
し
て
売
買
・
贈
与
・
貸
し
借

り
を
行
う
場
合

※
農
地
の
賃
借
は
農
業
経
営
基

盤
強
化
促
進
法
の「
利
用
権
設

定
」で
も
権
利
設
定
が
で
き
ま

す
。
詳
細
は
農
都
政
策
課（
☎

５
５
２
‐
６
５
８
０
）へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

〇
農
地
法
第
４
条
＝
自
分
名
義
の

農
地
を
、
農
地
以
外
に
し
て
自

分
が
利
用
す
る
場
合

〇
農
地
法
第
５
条
＝
他
人
名
義
の

農
地
を
買
受
・
借
受
し
て
農
地

以
外
に
利
用
す
る
場
合

届
け
出
が
必
要
な
手
続
き

〇
農
地
形
状
変
更
＝
農
地
を
耕
作

し
や
す
い
よ
う
に
し
た
い
場

合（
湿
田
解
消
の
た
め
の
か
さ

上
げ
な
ど
）

〇
農
業
用
施
設
等
＝
自
分
名
義
の

　
令
和
３
年
３
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
か
ら
、
児
童
扶
養
手
当
制
度
が
次

の
と
お
り
変
更
さ
れ
ま
す
。

　
現
在
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。
詳

し
く
は
右
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

農
地
を
農
業
用
倉
庫
・
農
機
具

庫
な
ど
で
利
用
す
る
場
合

※
農
業
用
施
設
で
面
積
が
２
０
０

平
方
㍍（
２
㌃
）未
満
に
限
り

届
け
出
で
転
用
可
能
。

※
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の

「
農
用
地
区
域
」内（
農
業
経
営

で
農
業
を
振
興
し
農
地
を
保

全
す
る
区
域
）で
計
画
す
る
場

合
は
、
事
前
に
農
都
政
策
課

（
☎
５
５
２
‐
６
５
８
０
）へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

〇
登
記
地
目
を
農
地
以
外
に
変
更

す
る
場
合
＝
非
農
地
証
明
願

の
提
出
が
必
要
で
す
。
た
だ

し
、
当
該
筆
の
状
況
が
農
地

以
外
に
な
っ
て
い
る（
20
年
以

上
）、
農
地
へ
の
復
元
困
難
な

ど
の
条
件
が
あ
り
ま
す

〇
相
続
に
よ
り
所
有
権
を
取
得
し

た
場
合
＝
届
け
出
を
要
す
る

権
利
取
得
は
、
相
続
、
法
人
の

合
併・分
割
、
時
効
な
ど
で
す
。

届
け
出
は
、
権
利
取
得
を
知
っ

た
日
か
ら
お
お
む
ね
10
カ
月

以
内
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す

農
地
に
関
す
る
各
種
手
続
き

障
害
基
礎
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る

ひ
と
り
親
家
庭
の
方
へ

市民救命士講習会
と　き　
１月９日（土）９時～ 12時
ところ　
丹波篠山市消防署
内　容　
AEDを使用した心肺蘇生
法や、けがをしたときの
止血法など
対　象　
市内に在住・在勤・在学
の中学生以上
定　員　先着10人
申込期限　１月６日（水）
申し込み方法　
消防署または各出張所に
備え付けの申込書（市ホー
ムページにも掲載）を提出

年末年始特別火災予防キャンペーン
　年末年始特別火災予防キャンペーンの一環とし
て、12月に市内の幼稚園児と篠山養護学校の幼児・
児童に「火の用心キーホルダー」を配布しました。
　「こどもの火遊び」による火災０件を願い、職員
が１個ずつ手作りで製作しました。皆さんの家庭
でも火災予防について積極的に話し合いましょう。

寝たばこは
絶対やめる！

①これまでは、障害基礎年金などの受給
額が児童扶養手当額を上回る場合は児
童扶養手当を受給できませんでしたが、
令和３年３月分からは、子の加算額が
児童扶養手当額を下回る場合、その差
額を児童扶養手当として受給できるよ
うになります。

②令和３年３月分の手当以降
は、障害基礎年金などを受
給している受給資格者の支
給制限に関する「所得」に非
課税公的年金給付（※）など
が含まれます。

　※障害年金、遺族年金など。

逃げ遅れを防
ぐために、住
宅用火災警報
器を設置

寝具、衣類および
カーテンからの火
災を防ぐために、
防炎品を使用

火災を小さいう
ち に 消 す た め
に、住宅用消火
器などを設置

お年寄りや身体の
不自由な方を守る
ために、隣近所の
協力体制をつくる

ストーブは、燃えやすいもの
から離れた位置で使用

ガスこんろなどのそばを離れ
るときは、必ず火を消す

３つの習慣

４つの対策

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント
AEDの適切な
管理について

　公共施設や事業所など
に設置されているAEDの
パッドやバッテリーには
使用期限があります。点
検を実施し、適切な管理
をお願いします。

分布：富山県・静岡県以西の本州、四国、
　　　九州、五島列島、対馬
全長：約10cm

改正前

改正後
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